




























































議案第５号 

 

 

 

 

 

千代田区指定文化財の指定について 

 

 

 平成 30年度千代田区指定文化財として下記１件を指定する。 

 

記 

 

 

１ 千代田区指定有形文化財（考古資料） 

 

玉川上水の石枡・木樋（麴町三丁目２番地先出土） 

内訳 石枡１基（４段） 木樋１点 



平成30年度千代田区指定文化財 

 

１ 千代田区指定有形文化財（考古資料） 

玉川上水の石枡・木樋（麴町三丁目２番地先出土） 

 

（１）年代    石枡：江戸時代末～明治時代 

（２）所在地   石枡１基（４段）：千代田区紀尾井町２番 

木樋１点：千代田区日比谷公園１番４号 千代田区立日比谷図書文化館 

（３）所有者  千代田区・千代田区教育委員会 

（４）管理者  石枡１基（４段）：千代田区環境まちづくり部 

木樋１点：千代田区教育委員会 

（５）概要   本件は江戸～明治時代に使用された玉川上水の石枡と木樋である。昭和

45年２月の国道20号線（麴町通り）共同溝拡幅工事の際に発見された。発見

場所は麹町三丁目二番地先の麹町大通りであり、江戸時代には四谷見附から

江戸城半蔵門に直結する道路である甲州街道の麴町五丁目にあたる。本件は

出土地から考えて、四谷大木戸に通じ、そこから江戸城内に引きこまれてい

た江戸上水の重要幹線の一つであった玉川上水施設の一部である。 

＜玉川上水＞ 

 玉川上水は、神田上水と並ぶ江戸上水の重要幹線の一つで、飲料水のみ

ならず、防火用水、庭園の泉水用水、江戸城の堀用水など、多目的な機能

を有し、江戸の都市用水の供給を行った一大用水である。 

 玉川上水は、４代目将軍家綱の命により、関東郡代伊奈半十郎忠治を上

水奉行とし、承応２年（1653）に着工し、翌３年（1654）に竣工したと伝

えられている。この上水は多摩川の水を羽村で取水し、四谷大木戸に至る

約43㎞を開渠で導水し四谷大木戸から江戸市中へは石樋や木樋による暗渠

配水となる。四谷門手前で４本に分岐して、そのうち３本は御本丸掛樋筋、

吹上掛樋筋、麴町大通組合樋筋と呼ばれ、半蔵門で堀へ注水されたのち、

江戸城本丸、吹上西の丸に送られている。 

＜石枡＞ 

石枡は全長約3.65ｍにも及ぶ４段組みの繰り抜きの石枡で、安山岩で作

られている。各石枡の接合部はいずれも上部は幅6.5㎝の溝をもつ凹状で、

下部は幅5.5㎝の凸状の断面で、はめ込む形になっており、ズレ防止と考え

られる。最下段とその上段は入水口と出水口に高低差ができる構造になっ

ている。木樋挿入口の大きさは58㎝×67㎝である。下から４段目の石枡に

は持ち上げる際に縄をくくりつけるためと考えられる突起が、一部欠損し

ているが四方についている。本件石枡は埋枡であり、本来地中に５段あり、

最上段には蓋石がのる構造だったと考えられる。 



       ＜木樋＞ 

木樋は板を組み合わせて作る「箱樋」の構造をもっている。木樋は桧の

芯材が使用され、蓋板、敷板は３枚矧ぎ、側板は２枚矧ぎで構成されてい

る。木樋の組立はまずは側板を矧ぎ、次に蓋板・敷板を矧いだと考えられ、

その際落し釘穴から落貝折釘（一般的には舟釘といわれる）を18㎝～21㎝

の間隔で打っている。その板と板との矧ぎ部及び落し釘穴には漏水防止の

ために槇皮が施されている。蓋板には7.5㎝幅の蟻桟木の溝がある。石枡の

入水口や出水口に木樋が入る部分は出代と呼ばれ、出代には外側９㎝、内

側３㎝に銅板が巻かれた痕跡があり、４～５㎝間隔で銅鋲が打たれている。

内部は水焼されて銅鋲が一部消失している。また出代は直線に加工されて

いるのではなく、わざわざ斜めに加工されている。左右側面部においても、

中央部に削りが見られる。これらは、石枡に対して斜めに挿入するために

現地で加工した痕跡と考えられる。板の全面は、鋸により加工され、表面

は銫がかけられたことがわかる。 

       ＜まとめ＞ 

『上水記』や『玉川上水留』によれば、出土地点は江戸期の麴町五丁目

で、江戸城吹上掛と本丸掛が交差する地点にあたる。この交差する位置に

ある木樋は片方は斜めに、もう一方は直行して石枡に接合している。本件

木樋の出代は斜めに加工されており、この形状から吹上掛と推定できる。 

 

（６）指定理由  

本件石枡は地中下約4.7ｍに４段の石枡が積まれる大規模な構造で、他に 

       類例が見られないものである。また木樋に関しても今までに千代田区で発 

見されている木樋と比べ、非常に規模が大きいことが分かっている。また 

木樋は通常松が使用されることが多いなか、本件は高級な檜を使っており、 

幕府がこの樋筋を重要だと考えていたことが伺える。また地中深くへの石 

枡の埋設は江戸城へ向けて水位・水量などの水流制御装置の役割を担って 

いたことが推定され、四谷門から半蔵門間内でのみで使用された技術と考 

えられる。 

江戸時代の玉川上水施設で、これまでに石枡や木樋は発見されているが、

遺存しているものは多くない。本件は移設されているものの、出土地が明

らかで、石枡・木樋と２つの組み合わせ（セット）で残っているのは本件

が唯一の実物資料といえる。四谷大木戸から半蔵門間の樋筋の修理記録が

乏しいなか、その区間の玉川上水管路の規模や普請の実態などを示すとと

もに、当時の玉川上水施設の一端を明らかにする貴重な資料である。また

玉川上水は江戸市中における都市用水供給施設として極めて重要な役割を

担っており、本件は江戸時代の水利技術を理解するうえでも重要である。 
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千代田区教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則（案） 
 

千代田区教育委員会事務局処務規則（平成３年３月26日教育委員会規則第１号）の一部を

次のように改正する。 
 

新（改正後） 旧（現 行） 

第１章 総則 第１章 総則 

第１条（現行に同じ） 第１条（略） 

（事務局の分課） （事務局の分課） 

第２条 事務局に次の部、課並びに係及び担当係

長を置く。 

第２条 事務局に次の部、課並びに係及び課務担

当主査を置く。 

子ども部 子ども部 

子ども総務課 子ども総務課 

子ども総務係 子ども総務係 

事業係 事業係 

子ども支援課 子ども支援課 

運営支援係 運営支援係 

入園審査係 入園審査係 

子育て推進課 子育て推進課 

子育て推進係 子育て推進係 

手当・医療係 手当・医療係 

子ども施設課 子ども施設課 

施設係 施設係 

施設計画担当係長 施設計画主査 

学務課 学務課 

学務係 学務係 

学校運営係 学校運営係 

給食担当係長  

特別支援教育係 特別支援教育係 

 給食係 

指導課 指導課 

事務係 事務係 

教職員人事係 教職員人事係 

（部、課及び係の長等） （部、課及び係の長等） 

第３条 部に部長を、課に課長を、係に係長を置

き、教育委員会（以下「委員会」という。）が

これを命ずる。 

第３条 部に部長を、課に課長を、係に係長を置

き、教育委員会（以下「委員会」という。）が

これを命ずる。 

２ 事務局に別表第１のとおり担当部長を置き、

委員会がこれを命ずる。 

２ 事務局に別表第１のとおり担当部長を置き、

委員会がこれを命ずる。 

３ 事務局に参事及び副参事を置くことができ

る。参事及び副参事は、委員会がこれを命ずる。 

３ 事務局に参事及び副参事を置くことができ

る。参事及び副参事は、委員会がこれを命ずる。 

４ 課に担当係長を、係に主査を置くことができ

る。担当係長及び主査は、委員会がこれを命ず

る。 

４ 課に課務担当主査を、係及び課務担当主査に

主査を置くことができる。課務担当主査及び主

査は、委員会がこれを命ずる。 

５ 指導課に統括指導主事を置くことができる。

統括指導主事は委員会がこれを命ずる。 

５ 指導課に統括指導主事を置くことができる。

統括指導主事は委員会がこれを命ずる。 

６ 指導課及び子ども支援課並びに学務課に指導

主事を置き、委員会がこれを命ずる。 

６ 指導課及び子ども支援課に指導主事を置き、

委員会がこれを命ずる。 

教 育 委 員 会 資 料 

平成 30 年３月 16 日 

子 ど も 総 務 課 
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（部長等の職責） （部長等の職責） 

第４条 部長は、教育長の命を受け、事務局の事

務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。 

第４条 部長は、教育長の命を受け、事務局の事

務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。 

２ 担当部長は、教育長の命を受け、担当の事務

をつかさどり、所属職員を指揮監督する。 

２ 担当部長は、教育長の命を受け、担当の事務

をつかさどり、所属職員を指揮監督する。 

３ 参事は、教育長の命を受け、担当の事務を処

理する。 

３ 参事は、教育長の命を受け、担当の事務を処

理する。 

（課長等の職責） （課長等の職責） 

第５条 課長は、上司の命を受け、課の事務をつ

かさどり、所属職員を指揮監督する。 

第５条 課長は、上司の命を受け、課の事務をつ

かさどり、所属職員を指揮監督する。 

２ 担当課長及び副参事は、上司の命を受け、担

当の事務を処理する。 

２ 担当課長及び副参事は、上司の命を受け、担

当の事務を処理する。 

（係長等の職責） （係長等の職責） 

第６条 係長及び担当係長及び主査は、上司の命

を受け、係の事務又は担当の事務を処理する。 

第６条 係長及び課務担当主査は、上司の命を受

け、係の事務又は担当の事務を処理する。 

２ 主査は、前項に掲げるもののほか、係長が出

張、休暇その他の理由により不在であるときは、

主査が係長に代わって、その事務を処理するこ

とができる。 

２ 主査は、上司の命を受け、係の事務又は課務

担当主査の担当の事務のうち、特定の事務を処

理する。 

３ 統括指導主事は上司の命を受け、指導主事を

統括し、担当の事務を処理する。 

３ 統括指導主事は上司の命を受け、指導主事を

統括し、担当の事務を処理する。 

（その他の職員の職責） （その他の職員の職責） 

第７条～第10条（現行に同じ） 第７条～第10条（略） 

  

別表第１（現行に同じ） 別表第１（略） 

  

別表第２（第８条関係） 別表第２（第８条関係） 

 課 分掌事務   課 分掌事務  

 子ども総務

課 

(１) 委員会の会議及び秘

書事務に関すること。 

  子ども総務

課 

(１) 委員会の会議及び秘

書事務に関すること。 

 

 (２) 委員会の事務事業の

進行管理及び調整に関す

ること。 

  (２) 委員会の事務事業の

進行管理及び調整に関す

ること。 

 

 (３) 委員会の予算、決算の

総括及び経理に関するこ

と。 

  (３) 委員会の予算、決算の

総括及び経理に関するこ

と。 

 

 (４) 法規、規則、訓令、告

示等に関すること。 

  (４) 法規、規則、訓令、告

示等に関すること。 

 

 (５) 公印に関すること。   (５) 公印に関すること。  

 (６) 文書に関すること。   (６) 文書に関すること。  

 (７) 教育財産及び児童福

祉施設の財産管理に関す

ること。 

  (７) 教育財産及び児童福

祉施設の財産管理に関す

ること。 

 

 (８) 総合教育会議の運営

及び共育大綱の策定事務

に関すること。 

    

 (９) 共育ビジョン及び共

育推進計画に関すること。 

  (８) 共育マスタープラン

の進行管理等に関するこ

と。 

 

 (10) 教育に関する事務の

管理及び執行の状況の点

  (９) 教育に関する事務の

管理及び執行の状況の点
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検・評価に関すること。 検・評価に関すること。 

 (11) 私立幼稚園並びに私

立専修学校及び私立各種

学校に関すること。 

  (10) 私立幼稚園並びに私

立専修学校及び私立各種

学校に関すること。 

 

 (12) 教育の広報に関する

こと。 

  (11) 教育の広報及び教育

行政に関する相談に関す

ること。 

 

 (13) 学校及び児童福祉施

設並びに子どもの安全・安

心対策の総合調整に関す

ること。 

  (12) 学校及び児童福祉施

設並びに子どもの安全・安

心対策の総合調整に関す

ること。 

 

 (14) ＰＴＡ及びこども110

番連絡会に関すること。 

  (13) ＰＴＡ及びこども110

番連絡会に関すること。 

 

 (15) 青少年委員に関する

こと。 

  (14) 青少年委員に関する

こと。 

 

 (16) 青少年問題協議会に

関すること。 

  (15) 青少年問題協議会に

関すること。 

 

 (17) 青少年対策地区委員

会に関すること。 

  (16) 青少年対策地区委員

会に関すること。 

 

 (18) その他青少年の健全

育成に関すること。 

  (17) その他青少年の健全

育成に関すること。 

 

 (19) 次世代育成支援に係

る国・都の交付金・補助金

申請に関すること。 

  (18) 次世代育成支援に係

る国・都の交付金・補助金

申請に関すること。 

 

 (20) 子どもの遊び場事業

に関すること。 

    

 (21) 区長の補助機関たる

職員に補助執行させた事

務に関すること。 

  (19) 区長の補助機関たる

職員に補助執行させた事

務に関すること。 

 

 (22) 他の課に属しないこ

と。 

  (20) 他の課に属しないこ

と。 

 

 子ども支援

課 

(１) 児童福祉法（昭和22

年法律第164号）に基づく

保育の実施に関すること。 

  子ども支援

課 

(１) 児童福祉法（昭和22

年法律第164号）に基づく

保育の実施に関すること。 

 

 (２) 児童福祉法に基づく

保育所に係る運営費の支

払い及び自己負担金の徴

収に関すること。 

  (２) 児童福祉法に基づく

保育所に係る運営費の支

払い及び自己負担金の徴

収に関すること。 

 

 (３) 私立保育園及び認可

外保育室等の助成に関す

ること。 

  (３) 私立保育園及び認可

外保育室等の助成に関す

ること。 

 

 (４) 保育園・こども園に関

すること。 

  (４) 保育園・こども園に関

すること。 

 

 (５) 保育園職員（保育士）

の人事及び服務に関する

こと。 

  (５) 保育園職員（保育士）

の人事及び服務に関する

こと。 

 

 (６) 幼稚園の就園事務及

び学級編制に関すること。 

  (６) 幼稚園の就園事務及

び学級編制に関すること。 

 

 (７) その他子ども支援に

関すること。 

  (７) その他子ども支援に

関すること。 
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 子育て推進

課 

(１) 次世代育成支援対策

の総合的な推進に関する

こと（次世代育成支援行動

計画の進行管理に関する

ことを含み、次世代育成支

援に係る国・都の交付金・

補助金申請に関すること

を除く。） 

  子育て推進

課 

(１) 次世代育成支援対策

の総合的な推進に関する

こと（次世代育成支援行動

計画の進行管理に関する

ことを含み、次世代育成支

援に係る国・都の交付金・

補助金申請に関すること

を除く。） 

 

 (２) 子どもが健やかに育

つための環境の確保に関

する条例の推進に係る総

合調整に関すること。 

  (２) 子どもが健やかに育

つための環境の確保に関

する条例の推進に係る総

合調整に関すること。 

 

 (３) 保育施設の開設等に

関すること。 

  (３) 保育施設の開設等に

関すること。 

 

 (４) 教育扶助等に関する

こと（幼稚園）。 

  (４) 教育扶助等に関する

こと（幼稚園）。 

 

 (５) 次世代育成に係る手

当（児童手当・子ども手当

を含む。）、児童育成手当、

児童扶養手当及び特別児

童扶養手当に関すること。 

  (５) 次世代育成に係る手

当（児童手当・子ども手当

を含む。）、児童育成手当、

児童扶養手当及び特別児

童扶養手当に関すること。 

 

 (６) 幼児及びひとり親家

庭等の医療費の助成に関

すること。 

  (６) 幼児及びひとり親家

庭等の医療費の助成に関

すること。 

 

 (７) 幼稚園園児等保護者

補助事業及び外国人学校

児童・生徒保護者補助事業

に関すること。 

  (７) 幼稚園園児等保護者

補助事業及び外国人学校

児童・生徒保護者補助事業

に関すること。 

 

 (８) 次世代育成支援行動

計画策定奨励金の交付に

関すること。 

  (８) 次世代育成支援行動

計画策定奨励金の交付に

関すること。 

 

 (９) 赤ちゃん・ふらっとの

開設及び周知に関するこ

と。 

  (９) 赤ちゃん・フラットの

開設及び周知に関するこ

と。 

 

    

(10)保育所等の指導・監査に

関すること。 

 子ども施設

課 

(１) 学校施設及び児童福

祉施設の維持管理に関す

ること。 

  子ども施設

課 

(１) 学校施設及び児童福

祉施設の維持管理に関す

ること。 

 

 (２) 学校施設及び児童福

祉施設の改築及び整備に

関すること（中等教育学校

の施設改修を含む。）。 

  (２) 学校施設及び児童福

祉施設の改築及び整備に

関すること（中等教育学校

の施設改修を含む。）。 

 

 (３) 旧今川中学校の暫定

使用に関すること。 

  (３) 旧今川中学校の暫定

使用に関すること。 

 

 (４) 小学校等複合施設と

の連絡調整に関すること。 

  (４) 小学校等複合施設と

の連絡調整に関すること。 

 

 (５) 校外施設及び少年自

然の家の管理運営に関す

ること。 

  (５) 校外施設及び少年自

然の家の管理運営に関す

ること。 

 

 (６) ちよだパークサイド   (６) ちよだパークサイド  
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プラザの運営管理に関す

ること。 

プラザの運営管理に関す

ること。 

 (７) その他学校施設及び

児童福祉施設に関するこ

と。 

  (７) その他学校施設及び

児童福祉施設に関するこ

と。 

 

 学務課 (１) 学校の就学事務及び

学級編制に関すること（幼

稚園を除く。）。 

  学務課 (１) 学校の就学事務及び

学級編制に関すること（幼

稚園を除く。）。 

 

 (２) 教育扶助等に関する

こと（幼稚園を除く。）。 

  (２) 教育扶助等に関する

こと（幼稚園を除く。）。 

 

 (３) 奨学資金の案内に関

すること。 

  (３) 奨学資金の案内に関

すること。 

 

 (４) 学納金調査及び学校

の私費会計の点検に関す

ること。 

  (４) 学納金調査及び学校

の私費会計の点検に関す

ること。 

 

 (５) 学校基本調査・教育人

口統計調査・教育に関する

調べに関すること。 

  (５) 学校基本調査・教育人

口統計調査・教育に関する

調べに関すること。 

 

 (６) 通学路に関すること。   (６) 通学路点検に関する

こと。 

 

 (７) 学校職員及び保育園

職員（栄養士）の人事及び

服務に関すること。 

  (７) 学校職員及び保育園

職員（保育士を除く。）の

人事及び服務に関するこ

と。 

 

 (８) 学校職員（教員を除

く。）の研修（他の所管に

属するものを除く。）に関

すること。 

  (８) 委員会職員及び学校

職員（教員を除く。）の研

修（他の所管に属するもの

を除く。）に関すること。 

 

 (９) 学校運営予算の執行

及び経理に関すること。 

  (９) 学校運営予算の執行

及び経理に関すること。 

 

 (10) 児童、生徒及び幼児の

健康管理その他学校保健

に関すること。 

  (10) 児童、生徒及び幼児の

健康管理その他学校保健

に関すること。 

 

 (11) 学校医、学校歯科医及

び学校薬剤師に関するこ

と（九段中等を含む。）。 

  (11) 学校医、学校歯科医及

び学校薬剤師に関するこ

と（九段中等を含む。）。 

 

 (12) 特別支援教育の全体

調整に関すること。 

  (12) 特別支援教育の全体

調整に関すること。 

 

 (13) 就学委員会に関する

こと。 

  (13) 就学委員会に関する

こと。 

 

 (14) 個別指導計画に関す

ること。 

  (14) 個別指導計画に関す

ること。 

 

 (15) 学校・保育園・こども

園・幼稚園給食に関するこ

と。 

  (15) 学校・保育園・こども

園給食に関すること。 

 

 (16) その他学校運営に関

すること。 

  (16) その他学校運営に関

すること。 

 

 指導課 (１) 学校の教育指導に伴

う事務に関すること。 

  指導課 (１) 学校の教育指導に伴

う事務に関すること。 

 

 (２) 学校の連合行事に関   (２) 学校の連合行事に関  
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すること。 すること。 

 (３) 校外学習に関するこ

と。 

  (３) 校外学習に関するこ

と。 

 

 (４) 教科書無償給与事務

に関すること。 

  (４) 教科書無償給与事務

に関すること。 

 

 (５) 教員の人事及び服務

に関すること。 

  (５) 教員の人事及び服務

に関すること。 

 

 (６) 教職員の給与及び福

利厚生に関すること。 

  (６) 教職員の給与及び福

利厚生に関すること。 

 

 (７) 人事制度の調査研究

に関すること。 

  (７) 人事制度の調査研究

に関すること。 

 

 (８) 教育研究所の庶務に

関すること。 

  (８) 教育研究所の庶務に

関すること。 

 

 (９) 教育課程の管理の指

導及び助言に関すること。 

  (９) 教育課程の管理の指

導及び助言に関すること。 

 

 (10) 学習指導及び生活指

導に関すること。 

  (10) 学習指導及び生活指

導に関すること。 

 

 (11) 教員の研修の指導、助

言及び実施に関すること。 

  (11) 教員の研修の指導、助

言及び実施に関すること。 

 

 (12) 教科書採択に関する

こと。 

  (12) 教科書採択に関する

こと。 

 

 (13) 教科書以外の教材の

取扱いその他学校の教育

指導に関すること。 

  (13) 教科書以外の教材の

取扱いその他学校の教育

指導に関すること。 

 

 (14) 中等教育学校の人事

制度に関すること。 

  (14) 中等教育学校の人事

制度に関すること。 

 

 (15) 中等教育学校の教育

課程に関すること。 

  (15) 中等教育学校の教育

課程に関すること。 

 

 (16) 保育園の保育内容に

関すること。 

  (16) 保育園の保育内容に

関すること。 

 

 (17) 適応指導教室に関す

ること。 

  (17) 適応指導教室に関す

ること。 

 

 (18) 特命事項に関するこ

と。 

  (18) 特命事項に関するこ

と。 

 

  

備 考 

１ 改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)に対応する改正前の欄中下線

が引かれた部分(以下「改正部分」という。)がない場合には、当該改正後部分を加える。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。  

３ 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

 

 

附 則 

この規則は、平成 30年４月１日から施行する。 
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第１ 趣 旨 

   管理監督職を適正に確保し、高度化・複雑化する区政課題に対応する組織力の向上 

を図るため、職務・職責に相応しい給与処遇の実現及び人材活用のための弾力的な任 

用管理を促進し、職務・職責及び能力・業績を適切に反映したメリハリある人事・給 

与制度を一層推進するよう、行政系人事制度について、以下のとおり見直しを行う。 

 

第２ 改正内容 

  １ 職務分類基準及び任用資格基準 

    現行の１級職、２級職及び３級職は廃止し、係長職の下に新１級職及び新２級職 

を設置する。そのことに併せて、現行の５級職及び４級職は、それぞれ新４級職及 

び新３級職とする。また、職務分類基準の再編に伴い、任用資格基準についても、 

以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

現 行 

職務分類基準 任用資格基準 

５級職 

(総括係長) 
４級職７年※１ 

４級職 

(係長級) 
３級職５年 

３級職 

(主任主事) 
２級職４年 

２級職 

Ⅰ 類 １級職１年 

Ⅱ 類 １級職３年※２ 

Ⅲ 類 １級職５年※２ 

１級職  

 

改正案 

職務分類基準 任用資格基準 

新４級職 

(課長補佐) 
新３級職７年※１ 

新３級職 

(係長級) 
新２級職５年 

新２級職 

(主任) 

Ⅰ 類 新１級職５年 

Ⅱ 類 新１級職７年※２ 

Ⅲ 類 新１級職９年※２ 

新１級職 

(係員) 
 

 ※１ 管理職選考「Ⅰ類」合格者の５級職及び新４級職への任用資格は、それぞれ４級職及び新３級職２年 
※２ 医療技術系の者で、学歴免許等資格区分表による短大３卒の者及び高校卒後１年間の養成施設等の修了者に 

ついては、１年短縮 
 

行 政 系 人 事 制 度 の 改 正 に つ い て  
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２ 職の名称及び位置付け等 

   (1) 新１級職 

    ① 職の名称 

      「係員」とする。 

② 職の位置付け 

      「定型的な業務を行う職」とする。 

 

(2) 新２級職 

    ① 職の名称 

      「主任」とする。 

なお、呼称については、各特別区で定めることができるものとする。 

② 職の位置付け 

  係長職への昇任を前提とした「係長職を補佐する職」とし、各特別区におい 

て定数管理を行う。 

 

(3) 新３級職 

    ① 主査の廃止 

      「係長級の職として係等に設置することができる。」こととしている、現行の 

主査を廃止する。 

② 新たな職の設置 

  ア 新たに「係等において専門的な事務等を処理する場合や係長職の代理を 

行う場合に設置することができる。」こととする、「主査」を設置する。 

なお、呼称については、各特別区で定めることができるものとする。 

イ 職責は、「上司の命を受け、係等の事務のうち、専門的な事務等を処理す 

る。」とする。 

 

(4) 新４級職 

    ① 職の名称 

      「課長補佐」とする。 

なお、呼称については、各特別区で定めることができるものとする。 

② 任用管理 

  ア 特別区共通で定めている職の指定基準を廃止し、各特別区で定める。 

  イ 新４級職の人事異動にあたっては、各特別区で定める指定基準に基づき、 

各特別区が課長補佐に指定したポスト間において実施する。 
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３ 昇任制度 

 (1) 新２級職への昇任 

    ① 昇任の方法    

      特別区人事委員会の定める基準に基づく昇任選考により実施する。 

      なお、この昇任選考は新２級職の職の位置付けを踏まえ、係長職昇任の予備 

的選考に設定し、各特別区において実施する。 

    ② 選考種別及び選考方法 

選考種別 Ａ Ｂ Ｃ 

位置付け 

管理監督層への昇任を見

据え、早期の人材発見及び

人材育成を行う等、若年層

を対象とした選考種別 

一定の業務経験を有し、

職員のライフイベントを

考慮する等、中堅層を対

象とした選考種別 

豊富な業務経験及び高い

専門性を有する等、ベテ

ラン職員を対象とした選

考種別 

選考方法 人事評価、筆記を基本に各特別区で定める方法 

③ 受験資格 

選考種別 

 

採用区分 

種別Ａ 種別Ｂ 種別Ｃ 

新１級職 

在職期間 
年齢 

新１級職 

在職期間 
年齢 

新１級職 

在職期間 
年齢 

本 
則 

Ⅰ 

類 
５年以上 

41歳未満 

10年以上 
20年未満 

50歳未満 

20年以上 

53歳未満

※ 

Ⅱ

類 

短大３卒 ６年以上 
11年以上 
21年未満 

21年以上 

短大２卒 ７年以上 
12年以上 
22年未満 

22年以上 

Ⅲ

類 

高卒後 
１年修了 

８年以上 
13年以上 
23年未満 

23年以上 

その他 ９年以上 
14年以上 
24年未満 

24年以上 

特 

例 

Ⅰ類 

 

５年以上 
10年未満 

41歳以上

50歳未満 

５年以上 

20年未満 

50歳以上

53歳未満

※ 

Ⅱ

類 

短大３卒 
６年以上 
11年未満 

６年以上 

21年未満 

短大２卒 
７年以上 
12年未満 

７年以上 

22年未満 

Ⅲ

類 

高卒後 

１年修了 
８年以上 
13年未満 

８年以上 

23年未満 

その他 
９年以上 
14年未満 

９年以上 

24年未満 

    ※ 種別Ｃの年齢については、当分の間、58歳未満とする。 

④ 前歴通算 

      現行制度との整合性を踏まえ、有用な前歴の通算を認める。 

    ⑤ 在職期間の取扱い 

新２級職昇任選考の適用にあたっては、平成 30年３月 31日以前の現行の１ 



4 

 

級職及び２級職の在職期間を新１級職に在職していた期間とみなす。 

 

(2) 新３級職への昇任 

    ① 昇任の方法    

      現行の係長職昇任選考は廃止することとし、各特別区において、人事評価を 

基本とした能力実証により実施する。 

② 能力実証方法 

  人事評価を基本に各特別区で定める方法 

③ 昇任の対象者 

  【種別Ａ】 新２級職５年以上かつ年齢 58歳未満の者 

    【種別Ｂ】 新２級職７年以上かつ年齢 50歳以上 58歳未満の者 

④ 在職期間の取扱い 

  新３級職への昇任にあたっては、平成 30年３月 31日以前の現行の３級職の 

在職期間を新２級職に在職していた期間とみなす。 

 

(3) 新４級職への昇任   

    ① 昇任の方法    

      現行の総括係長職昇任選考は廃止することとし、各特別区において、人事評 

価を基本とした能力実証により実施する。 

② 能力実証方法 

  人事評価を基本に各特別区で定める方法 

③ 昇任の対象者 

  新３級職７年以上かつ年齢 58歳未満の者 

 ④ 在職期間の取扱い 

  新４級職への昇任にあたっては、平成 30年３月 31日以前の現行の４級職の 

在職期間を新３級職に在職していた期間とみなす。 

 

第３ その他 

   １ 給与制度及び切替方法等の取扱い 

給与制度及び切替方法等については、別途提示する。 
  

   ２ その他 

     本改正に伴い、関連する諸制度に影響がある場合、所要の見直しを行う。 

    

第４ 実施時期 

   平成 30年４月１日から実施 



　 　

　 　

※ 「子ども発達センター長」は充て職
※指導主事、軽井沢少年自然の家、ちよだパークサイドプラザ除く

平成30年度各部局組織新旧対照表（２月28日現在）［子ども部］

教 育 担 当 部 長

児童館３

（子ども発達センター）

子 ど も 部 子 ど も 総 務 課

入園審査係１

指導主事

保育園４

入園審査係１

指導主事

保育園４

手当・医療係１

子 育 て 推 進 課

子 ど も 施 設 課

子ども家庭相談係１

福 祉 事 務 所
児 童 ・ 家 庭 支 援 セ ン タ ー

子ども家庭相談係１

子育て事業係１

施設係１

子育て推進係１

児童相談所準備主査１

子育て事業係１

発達支援係１

統括指導主事

事務係１

子 育 て 推 進 課

備　考

子 ど も 支 援 課

教 育 担 当 部 長 子 ど も 施 設 課 施設係１

福 祉 事 務 所
児 童 ・ 家 庭 支 援 セ ン タ ー

発達支援主査１

児童センター係１

施設計画担当係長２

児童センター係１

子ども総務係１ 子 ど も 部 子 ど も 総 務 課 子ども総務係１

事業係１

給食担当係長２

※教育研究所はポスト数に算入しない
※九段中等教育学校経営企画室１含む

現　　　行 改　正　案

事業係１

副 参 事 （ 特 命 担 当 ） 副 参 事 （ 特 命 担 当 ）

子 ど も 支 援 課 運営支援係１

部課長ポスト数

教職員人事係１

統括指導主事
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児童相談所準備担当係長１
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●給食係を、学校運営係と給食担当係長に再編する。

課長 9 9 0

改正案

係

※こども園３
 　九段中等教育学校１を含

係ポスト数

指導主事

指導主事
教 育 研 究 所

現行からの改正案

人事制度改正等による名称変更

赤

黒下線
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千代田区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則（案） 
 
千代田区立学校の管理運営に関する規則（昭和53年９月11日教育委員会規則第４号）の一部を次

のように改正する。 

 

新（改正後） 旧（現 行） 

第１条～第10条の２（現行と同じ） 第１条～第10条の２（略） 

（課長補佐等） （総括係長等） 

第10条の３ 小中学校に課長補佐を置くことがで

きる。 

第10条の３ 小中学校に総括係長を置くことがで

きる。 

２ 小中学校に係長、担当係長又は主査を置くこ

とができる。 

２ 小中学校に主査を置くことができる。 

第10条の４ 課長補佐、係長、担当係長及び主査

は、校長及び副校長の命を受け担任の事務を処

理し、補佐する。 

第10条の４ 総括係長は、校長及び副校長の命を

受け担任の事務を処理し、補佐する。 

 ２ 主査は、上司の命を受け担任の事務を処理す

る。 

 ３ 前２項に定める職員以外の職員は、上司の命

を受けその事務に従事する。 

  

第11条～第36条（現行と同じ） 第11条～第36条（略） 

  

  

  

備 考 

１ 改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)に対応する改正前の欄中下線

が引かれた部分(以下「改正部分」という。)がない場合には、当該改正後部分を加える。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。  

３ 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

 

 

附 則 

この規則は、平成 30年４月１日から施行する。 

教 育 委 員 会 資 料 

平成 30 年３月 16 日 

子 ど も 総 務 課 
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千代田区教育委員会の権限委任に関する規則の一部を改正する規則 
 

千代田区教育委員会の権限委任に関する規則（平成12年７月25日教育委員会規則第23号）の一部を次の

ように改正する。 

 

○千代田区教育委員会の権限委任に関する規則（抄） 

新（改正後） 旧（現 行） 

○千代田区教育委員会の権限委任に関する規則 ○千代田区教育委員会の権限委任に関する規則 

平成12年７月25日教育委員会規則第23号 平成12年７月25日教育委員会規則第23号 

（教育長委任事項） （教育長委任事項） 

第２条 東京都教育委員会の事務処理の特例に関

する条例（平成11年東京都条例第115号）第２条

の表１の項から15の項までの規定により委員会

が処理することとされた事務は、千代田区教育

委員会教育長（以下「教育長」という。）に委

任する。 

第２条 東京都教育委員会の事務処理の特例に関

する条例（平成11年東京都条例第115号）第２条

の表１の項から15の項までの規定により委員会

が処理することとされた事務は、千代田区教育

委員会教育長（以下「教育長」という。）に委

任する。 

２ 前項に規定するもののほか、次に掲げる事項

は、教育長に委任する。 

２ 前項に規定するもののほか、次に掲げる事項

は、教育長に委任する。 

(１) 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例（平成７年東京都条例第45号。以下

「学校職員勤務条例」という。）第６条の規

定による区立学校職員（市町村立学校職員給

与負担法（昭和23年法律第135号）第１条に規

定する教職員（以下「県費負担教職員」とい

う。）及び千代田区立九段中等教育学校教育

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

（平成17年千代田区条例第33号）第２条に規

定する教育職員をいう。以下この項において

同じ。）の週休日の変更に関すること。 

(１) 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例（平成７年東京都条例第45号。以下

「学校職員勤務条例」という。）第６条の規

定による区立学校職員（市町村立学校職員給

与負担法（昭和23年法律第135号）第１条に規

定する教職員（以下「県費負担教職員」とい

う。）及び千代田区立九段中等教育学校教育

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

（平成17年千代田区条例第33号）第２条に規

定する教育職員をいう。以下この項において

同じ。）の週休日の変更に関すること。 

(２) 学校職員勤務条例第10条及び第11条の規

定による区立学校職員の宿日直勤務及び超過

勤務の命令に関すること。 

(２) 学校職員勤務条例第10条及び第11条の規

定による区立学校職員の宿日直勤務及び超過

勤務の命令に関すること。 

(３) 学校職員勤務条例第14条の規定による区

立学校職員の休日勤務の命令及び代休日の指

定に関すること。 

(３) 学校職員勤務条例第14条の規定による区

立学校職員の休日勤務の命令及び代休日の指

定に関すること。 

(４) 学校職員勤務条例第11条の４第１項の規

定による区立学校職員の超勤代休時間の承認

に関すること。 

 

(５) 学校職員勤務条例第15条第３項及び第16

条第１項の規定による区立学校職員の年次有

給休暇及び病気休暇の承認に関すること。 

(４) 学校職員勤務条例第15条第３項及び第16

条第１項の規定による区立学校職員の年次有

給休暇及び病気休暇の承認に関すること。 

(６) 学校職員勤務条例第17条第１項及び第18

条第１項及び第18条の２第１項の規定による

区立学校職員の特別休暇及び介護休暇及び介

護時間の承認に関すること。 

(５) 学校職員勤務条例第17条第１項及び第18

条第１項の規定による区立学校職員の特別休

暇及び介護休暇の承認に関すること。 

(７) 地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第110号。以下「育児休業法」

という。）第19条第１項の規定による区立学

校職員の部分休業の承認に関すること。 

(６) 地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第110号。以下「育児休業法」

という。）第９条第１項の規定による区立学

校職員の部分休業の承認に関すること。 

(８) 区立学校職員の出張命令、旅行許可、赴 (７) 区立学校職員の出張命令、旅行許可、赴

教 育 委 員 会 資 料 

平成 30 年３月 16 日 

子 ど も 総 務 課 
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任延期及び欠勤届その他の届の処理に関する

こと。 

任延期及び欠勤届その他の届の処理に関する

こと。 

(９) 教育公務員特例法（昭和24年法律第１号。

以下「教特法」という。）第23条第２項の適

用を受ける区立学校において指導教員を命ず

ること。 

(８) 教育公務員特例法（昭和24年法律第１号。

以下「教特法」という。）第23条第３項の適

用を受ける区立学校において指導教員を命ず

ること。 

(10) 教特法第17条の適用を受ける区立学校職

員の教育に係る兼職若しくは事業等の従事の

承認に関すること。 

(９) 教特法第17条の適用を受ける区立学校職

員の教育に係る兼職若しくは事業等の従事の

承認に関すること。 

(11) 都立学校等に勤務する時間講師に関する

規則（昭和49年東京都教育委員会規則第24号。

以下「講師規則」という。）第11条に規定す

る研修命令に関すること。 

(10) 都立学校等に勤務する講師に関する規則

（昭和49年東京都教育委員会規則第24号。以

下「講師規則」という。）第11条に規定する

研修命令に関すること。 

(12) 講師規則第15条に規定する勤務時間の割

振りに関すること。 

(11) 講師規則第15条に規定する勤務時間の割

振りに関すること。 

(13) 講師規則第17条第３項に規定する勤務時

間の振替えに関すること。 

(12) 講師規則第17条第３項に規定する勤務時

間の振替えに関すること。 

(14) 講師規則第18条に規定する年次有給休暇

の付与に関すること。 

(13) 講師規則第18条に規定する年次有給休暇

の付与に関すること。 

(15) 講師規則第18条の２に規定する病気休暇

の付与に関すること。 

(14) 講師規則第18条の２に規定する病気休暇

の付与に関すること。 

(16) 講師規則第18条の３に規定する公民権行

使等休暇の付与に関すること。 

(15) 講師規則第18条の３に規定する公民権行

使等休暇の付与に関すること。 

(17) 講師規則第19条に規定する妊娠出産休暇

の付与に関すること。 

(16) 講師規則第19条に規定する妊娠出産休暇

の付与に関すること。 

(18) 講師規則第20条に規定する慶弔休暇の付

与に関すること。 

(17) 講師規則第20条に規定する慶弔休暇の付

与に関すること。 

(19) 講師規則第24条に規定する報酬の減額免

除に関すること。 

(18) 講師規則第24条に規定する報酬の減額免

除に関すること。 

(20) 区立学校長（園長を含む。）の事務引継

に関すること。 

(19) 区立学校長（園長を含む。）の事務引継

に関すること。 

(21) 区立学校が計画する宿泊を伴う学校行事

の承認に関すること。 

(20) 区立学校が計画する宿泊を伴う学校行事

の承認に関すること。 

３ 千代田区立幼稚園に勤務する幼稚園教育職員

（以下「幼稚園職員」という。）の勤務時間、

休日、休暇等に関する事務のうち、次に掲げる

事項は教育長に委任する。 

３ 千代田区立幼稚園に勤務する幼稚園教育職員

（以下「幼稚園職員」という。）の勤務時間、

休日、休暇等に関する事務のうち、次に掲げる

事項は教育長に委任する。 

(１) 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例（平成12年千代田区条例第34

号。以下「幼稚園職員勤務条例」という。）

第４条第２項、第５条第２項及び第６条の規

定による正規の勤務時間の割振り、週休日の

指定及び週休日の変更に関すること。 

(１) 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例（平成12年千代田区条例第34

号。以下「幼稚園職員勤務条例」という。）

第４条第２項、第５条第２項及び第６条の規

定による正規の勤務時間の割振り、週休日の

指定及び週休日の変更に関すること。 

(２) 幼稚園職員勤務条例第７条の規定による

休憩時間に関すること。 

(２) 幼稚園職員勤務条例第７条及び第８条第

１項の規定による休憩時間及び休息時間に関

すること。 

(３) 幼稚園職員勤務条例第９条及び第10条の

規定による宿日直勤務及び超過勤務の命令に

関すること。 

(３) 幼稚園職員勤務条例第９条及び第10条の

規定による宿日直勤務及び超過勤務の命令に

関すること。 

(４) 幼稚園職員勤務条例第11条第１項及び第

２項の規定による育児又は介護を行う幼稚園

(４) 幼稚園職員勤務条例第11条第１項及び第

２項の規定による育児又は介護を行う幼稚園
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職員の深夜勤務の制限に関すること。 職員の深夜勤務の制限に関すること。 

(５) 幼稚園職員勤務条例第11条の２第１項及

び第２項の規定による３歳に満たない子の育

児又は要介護者の介護を行う幼稚園職員の超

過勤務の制限に関すること。 

 

(６) 幼稚園職員勤務条例第11条の３第１項及

び第２項の規定による３歳に満たない子の育

児又は介護を行う幼稚園職員の超過勤務の制

限に関すること。 

 

(７) 幼稚園職員勤務条例第11条の４第１項及

び第２項の規定による育児又は介護を行う幼

稚園職員の早出遅出勤務に関すること。 

 

(８) 幼稚園職員勤務条例第13条の規定による

休日の振替に関すること。 

(５) 幼稚園職員勤務条例第13条の規定による

休日の振替に関すること。 

(９) 幼稚園職員勤務条例第14条の規定による

休日勤務の命令及び代休日の指定に関するこ

と。 

(６) 幼稚園職員勤務条例第14条の規定による

休日勤務の命令及び代休日の指定に関するこ

と。 

(10) 幼稚園職員勤務条例第15条第３項及び第

16条第１項の規定による年次有給休暇及び病

気休暇の承認に関すること。 

(７) 幼稚園職員勤務条例第15条第３項及び第

16条第１項の規定による年次有給休暇及び病

気休暇の承認に関すること。 

(11) 幼稚園職員勤務条例第17条第１項、第18

条第１項及び第18条の２第１項の規定による

特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認に関

すること。 

(８) 幼稚園職員勤務条例第17条第１項及び第

18条第１項の規定による特別休暇及び介護休

暇の承認に関すること。 

(12) 育児休業法第２条第１項、第10条第１項

及び第19条第１項の規定による育児休業、育

児短時間勤務及び部分休業の承認に関するこ

と。 

(９) 育児休業法第２条第１項及び第９条第１

項の規定による育児休業及び部分休業の承認

に関すること。 

(13) 出張命令、旅行許可、赴任延期及び欠勤

届その他の届の処理に関すること。 

(10) 出張命令、旅行許可、赴任延期及び欠勤

届その他の届の処理に関すること。 

(14) 教特法第17条の適用を受ける幼稚園職員

の教育に係る兼職若しくは事業等の従事の承

認に関すること。 

(11) 教特法第17条の適用を受ける幼稚園職員

の教育に係る兼職若しくは事業等の従事の承

認に関すること。 

(15) 給料、旅費、その他の給与の支給事務に

関すること。 

(12) 給料、旅費、その他の給与の支給事務に

関すること。 

(16) 扶養手当の認定及び給与の減額免除に関

すること。 

(13) 扶養手当の認定及び給与の減額免除に関

すること。 

 削除 (14) 児童手当の認定及び支給に関すること。 

(17) 地教行法第21条第８号の規定による研修

に関すること。 

(15) 地教行法第23条第８号の規定による研修

に関すること。 

４ 千代田区立幼稚園（こども園を除く。）、小

学校、中学校及び中等教育学校に勤務する千代

田区長任命に係る職員（県費負担教職員を除く。

以下「学校職員」という。）の勤務時間、休日、

休暇等に関する事務のうち、次に掲げる事項は

教育長に委任する。 

４ 千代田区立幼稚園（こども園を除く。）、小

学校、中学校及び中等教育学校に勤務する千代

田区長任命に係る職員（県費負担教職員を除く。

以下「学校職員」という。）の勤務時間、休日、

休暇等に関する事務のうち、次に掲げる事項は

教育長に委任する。 

(１) 千代田区職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する条例（平成10年千代田区条例第３号。

以下「区職員勤務条例」という。）第５条の

規定による週休日の振替等に関すること。 

(１) 千代田区職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する条例（平成10年千代田区条例第３号。

以下「区職員勤務条例」という。）第５条の

規定による週休日の振替等に関すること。 

(２) 千代田区職員の勤務時間、休憩時間等に (２) 千代田区職員の勤務時間、休憩時間等に
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関する規程（平成10年千代田区訓令第４号）

第６条第２項及び千代田区職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する規程（平成10年千代田

区訓令第５号）第８条第２項の規定による勤

務時間、休憩時間等の臨時変更に関すること。 

関する規程（平成10年千代田区訓令第４号）

第６条第２項及び千代田区職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する規程（平成10年千代田

区訓令第５号）第８条第２項の規定による勤

務時間、休憩時間等の臨時変更に関すること。 

(３) 区職員勤務条例第８条及び第９条の規定

による宿日直勤務及び超過勤務の命令に関す

ること。 

(３) 区職員勤務条例第８条及び第９条の規定

による宿日直勤務及び超過勤務の命令に関す

ること。 

(４) 区職員勤務条例第９条の２第１項及び第

２項の規定による育児又は介護を行う学校職

員の深夜勤務の制限に関すること。 

(４) 区職員勤務条例第９条の２第１項及び第

２項の規定による育児又は介護を行う学校職

員の深夜勤務の制限に関すること。 

(５) 区職員勤務条例第９条の３第１項及び第

２項の規定による３歳に満たない子の育児又

は要介護者の介護を行う学校職員の超過勤務

の制限に関すること。 

 

(６) 区職員勤務条例第９条の４第１項及び第

２項の規定による育児又は介護を行う学校職

員の超過勤務の制限に関すること。 

 

(７) 区職員勤務条例第９条の５第１項及び第

２項の規定による育児又は介護を行う学校職

員の早出遅出勤務に関すること。 

 

(８) 区職員勤務条例第11条の規定による休日

の振替に関すること。 

(５) 区職員勤務条例第11条の規定による休日

の振替に関すること。 

(９) 区職員勤務条例第12条の規定による休日

勤務の命令及び代休日の指定に関すること。 

(６) 区職員勤務条例第12条の規定による休日

勤務の命令及び代休日の指定に関すること。 

(10) 区職員勤務条例第13条第３項及び第14条

第１項の規定による年次有給休暇及び病気休

暇の承認に関すること。 

(７) 区職員勤務条例第13条第３項及び第14条

第１項の規定による年次有給休暇及び病気休

暇の承認に関すること。 

(11) 区職員勤務条例第15条第１項、第16条第

１項及び第16条の２の規定による特別休暇、

介護休暇及び介護時間の承認に関すること。 

(８) 区職員勤務条例第15条第１項及び第16条

第１項の規定による特別休暇及び介護休暇の

承認に関すること。 

(12) 育児休業法第２条第１項、第10条第１項

及び第19条第１項の規定による育児休業、育

児短時間勤務及び部分休業の承認に関するこ

と。 

(９) 育児休業法第２条第１項及び第９条第１

項の規定による育児休業及び部分休業の承認

に関すること。 

(13) 研修、出張、旅行に関すること。 (10) 研修、出張、旅行に関すること。 

(14) 欠勤届、遅参届、早退届その他の届出に

関すること。 

(11) 欠勤届、遅参届、早退届その他の届出に

関すること。 

(15) 職員の職務に専念する義務の特例に関す

る条例（昭和26年千代田区条例第23号）第２

条の規定による職務に専念する義務の免除の

承認に関すること。 

(12) 職員の職務に専念する義務の特例に関す

る条例（昭和26年千代田区条例第23号）第２

条の規定による職務に専念する義務の免除の

承認に関すること。 

５ 区長の権限に属する事務の委任等に関する規

則（平成19年千代田区規則第46号）の規定によ

り委員会が処理することとされた事務のうち、

次に掲げる事項は教育長に委任する。 

５ 区長の権限に属する事務の委任等に関する規

則（平成19年千代田区規則第46号）の規定によ

り委員会が処理することとされた事務のうち、

次に掲げる事項は教育長に委任する。 

(１) 子育て推進に関すること。 (１) 子育て推進に関すること。 

(２) 青少年問題協議会の運営に関すること。 (２) 青少年問題協議会の運営に関すること。 

(３) 区立保育園、区立児童館及び区立児童・

家庭支援センターの施設の維持管理に関する

事務 

(３) 区立保育園、区立児童館及び区立児童・

家庭支援センターの施設の維持管理に関する

事務 
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６ 千代田区立幼稚園使用条例施行規則（昭和62

年千代田区教育委員会規則第５号）に関する事

務は、教育長に委任する。 

６ 千代田区立幼稚園使用条例施行規則（昭和62

年千代田区教育委員会規則第５号）に関する事

務は、教育長に委任する。 

（報告） （報告） 

第３条 教育長は、前２条の規定により委任され

た事務のうち特に重要な事項について、委員会

の求めに応じ、その管理及び執行の状況を委員

会に報告するものとする。 

第３条 教育長は、前２条の規定により委任され

た事務のうち特に重要な事項について、委員会

の求めに応じ、その管理及び執行の状況を委員

会に報告するものとする。 

（委任） （委任） 

第４条 教育長は、この規則の施行について必要

な事項を定めることができる。 

第４条 教育長は、この規則の施行について必要

な事項を定めることができる。 

  備 考 

１ 改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）に対応する改正前の欄中 

下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）がない場合には、当該改正後部分を加える。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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